
つくば ANSERサービス利用規定 

１．つくば ANSERサービス 

（１）つくば ANSER サービス（以下「本サ

ービス」という）は、「テレホンサービス」・

「ファクシミリサービス」・「ホームバンク

サービス」・「パソコンサービス（ANSER‐

PC）」・「パソコンサービス（ANSER‐SPC）」・

「SPC 集中（ANSER‐SPC による資金一括集

中システム）」「アンサーネットサービス（パ

ソコンによ VALUX対応ソフト等）」の総称と

します。 

２．本サービスは当行所定のエヌ・ティ・

ティ・データの ANSER センター経由で当行

のコンピュータに接続し、次条以下に定め

る機能が利用できるサービスです。 

（３）本サービスの利用に際しては、当行

が定める操作手順にもとづいて行い、当行

が定める回線番号あてに接続するものとし

ます。 

（４）利用いただける機能の内容は、契約

者ご本人（以下「契約者」という）が申込

書により届出たサービス種類により異なる

ものとします。 

（５）本サービスの利用時間は、当行所定

の時間内とします。 

２．会計情報機能 

（１）会計情報機能 

会計情報機能は、契約者からの使用端末に

よる依頼にもとづき、あらかじめ届出の契

約者名義の取引口座（照会指定口座）に関

する当行所定の取引明細の照会・通知およ

び残高の照会を行うことができます。 

（２）会計情報機能の取扱 

ア．当行が受信した暗証番号と届出の暗証

番号が一致したときは、当行はその送信者

を契約者とみなして応答・通知します。「テ

レホンサービス」の通知および「ファクシ

ミリサービス」で自動着信方式の場合は、

届出の電話番号へ通知することにより本人

確認とします。 

イ．取立依頼を受けた証券類を支払期日に

所定の預金口座に入金した場合は、入金日

に払戻可能日と払戻可能時間を添えて応

答・通知します。なお、証券類が不渡とな

った場合は、応答・通知後に入金取消しま

す。 

ウ．取引内容に変更または取消があった場

合は、すでに応答・通知した内容について

変更または取消すことがあります。最終的

な取引内容については、契約者が通帳・当

座勘定照合表等により確認するものとしま

す。 

３．振込・振替機能 

（１）振込・振替機能 

ア．振込・振替機能は、契約者からの使用

端末による依頼にもとづき、次の取引・照

会を行うことができます。 

（ア）あらかじめ届出の契約者名義の取引

口座（以下「支払指定口座」という）から

依頼金額を引落のうえ、契約者が指定した

当行または他金融機関の国内本支店にある

口座（以下「入金指定口座」という）に振

込通知を発信し、または入金する取引を行

うことができます。 

ただし「テレホンサービス」、「ファクシミ

リサービス」の場合、入金指定口座は当行

本支店に限るものとします。 

（イ）「ホームバンクサービス」・「パソコン

サービス（ANSER‐PC）」・「パソコンサービ

ス（ANSER‐SPC）」・「SPC 集中」「アンサー

ネットサービス」の場合、本サービスの依

頼を行う日の翌日営業日以降当行所定の営



業日までの間で、前期（ア）の取扱を行う

日を指定する（以下「予約」という）こと

ができます。 

（ウ）支払指定口座につき、本サービスに

関する当行所定の照会を行うことができま

す。 

イ．前頁の入金指定口座の指定方法には、

契約者があらかじめ当行へ入金指定口座を

届出る方式（事前登録方式）と、契約者が

都度入金指定口座を指定する方式（以下、

「都度指定方式」という）とがあり、いず

れか一方の利用または併用することができ

るものとします。ただし、都度指定方式に

よる本サービスの利用は予約による取扱に

限るものとします。 

ウ．入金指定口座への入金は、次のいずれ

かの方法で取扱います。 

（ア）入金指定口座が支払指定口座と同一

名義、かつ、本支店にある当行所定の種目

の場合は「振替」として取扱います。 

（イ）前記「振替」に該当しない場合は「振

込」として取扱います。 

（ウ）入金指定口座が給与振込受取口座と

してあらかじめ届出されている場合は、「給

与振込」として取扱います。この場合、給

与振込受取口座として指定できる預金種目

は、当行所定の預金種目に限るものとしま

す。 

なお、給与振込は契約者の役員ならびに従

業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限

定します。また、給与振込は給与支給日の

午前 10 時ごろまでに依頼するものとしま

す。 

（２）振込・振替機能の取扱 

ア．本サービスによる振込または振替（以

下「資金移動」という）の依頼は、当行が

定めた電話番号あてに送信を行い、当行が

定める方法および操作手順にもとづいて入

金指定口座の登録番号（都度指定方式のと

きは、入金指定口座のある金融機関名・支

店名および当該口座の名義・預金種目・口

座番号）、支払指定口座の種目・口座番号、

資金移動金額、振込・振替暗証番号、その

他必要な内容を使用端末により入力するも

のとします。予約の場合は、資金移動の指

定日（以下「指定日」という）も入力する

ものとします。当行は入力された事項を依

頼内容とします。 

ただし、1 回あたりの資金移動金額は契約

者があらかじめ当行に届出た金額の範囲内

とします。なお、申込書の振込・振替限度

額記入欄に限度額の記入がない場合は、当

行所定の金額を振込・振替限度額とします。 

また、定期預金への 1 回あたりの資金移動

額は、当行所定の金額の範囲内とします。 

イ．前頁により当行が受信した支払指定口

座の店番号・種目・口座番号、振込・振替

暗証番号が当行への届出の店番号・種目・

口座番号、振込・振替暗証番号と一致し、

かつ各サービス毎に次の事項が一致した場

合に、当行は送信者を契約者とみなして依

頼内容を送信します。 

（ア）パソコンサービス（ANSER‐PC）によ

る依頼の場合は、当行が受信した承認暗証

番号が当行とあらかじめ取り決めた承認暗

証番号と一致した場合。 

（イ）パソコンサービス（ANSER‐SPC）、SPC

集中、ホームバンクサービスによる依頼の

場合は、当行が受信した端末の電話番号が

当行へ届出の電話番号と一致した場合。 

ただし、パソコンサービス（ANSER‐SPC）

および SPC 集中による依頼で、使用端末の



電話番号の届出がない場合は、当行が受信

した承認暗証番号が当行とあらかじめ取り

決めた承認暗証番号と一致した場合。 

ウ．契約者は前頁により返信を行けた内容

を確認のうえ、所定の確認コードを入力す

ることとします。また都度指定方式の場合

は、確認暗証番号も入力するものとします。 

エ．第 2 ページア．の資金移動の依頼内容

は、前頁の確認コードを当行が受信した時

点で確定するものとします。 

ただし、都度指定方式の場合は、当行が受

診した確認暗証番号とあらかじめ当行と取

り決めた確認暗証番号との一致を確認する

とともに、確認コードを受信した時点で確

定するものとします。 

オ．前頁により依頼内容が確定した場合は、

当行はただちに指定支払口座から資金移動

金額（振込手数料を振込の都度支払う方法

を選択した場合は振込手数料ならびにこれ

に係る消費税相当額（以下「振込手数料相

当額」という）を含む、以下同様）を引落

します。 

ただし、予約の場合は、指定日に支払指定

口座から資金移動金額を引落します。また、

通知預金解約については、元利合計額（税

引後）を資金移動金額として取扱います。 

なお、振込・振替契約はこの支払指定口座

からの資金移動金額の引落しを持って成立

するものとします。 

カ．前頁により振込・振替契約が成立した

ときは、当行は依頼内容にもとづいて当行

所定の方法により資金移動の手続きを行い

ます。 

キ．支払指定口座の資金移動金額の引落は、

普通預金規定、つくば総合口座取引規定、

貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規

定(当座勘定貸越約定を含む)、つくばカー

ドローン規定、つくばカードローン契約書、

信用保証協会保証付事業者カードローン契

約書の各約定の定めにかかわらず、通帳・

カード・払戻請求書・借入請求書の提出ま

たは当座小切手の振出を省略します。 

ク．次のいずれかに該当する場合は、資金

移動の取扱はできないものとします。 

（ア）資金移動金額が、支払指定口座の払

戻のできる金額（当座貸越によりはらいも

どしのできる金額を含む、以下同様）を越

える場合。 

また、予約の場合は、指定日当日、当行の

資金移動処理時に、資金移動金額が支払指

定口座の払戻のできる金額を越える場合。

ただし、支払指定口座からの引落が複数あ

る場合で、その引落の総額が支払指定口座

より払戻すことができる金額を超えるとき

は、そのいずれかを引落すかは当行の任意

とさせていただきます。なお、取扱不能分

の資金移動の予約は解除されたものとみな

しますので、指定日当日に資金を入金され

ても資金移動は行われません。 

（イ）支払指定口座または当行国内本支店

にある入金指定口座のいずれかが解約され

ている場合。 

（ウ）契約者より支払指定口座に関する支

払停止の届出があり、それにもとづき当行

が所定の手続きを完了している場合。 

（エ）当行国内本支店にある入金指定口座

が少額貯蓄非課税制度の適用対象となって

おり、資金移動によりその口座の残高が非

課税貯蓄申込額を超過することになる場合。 

（オ）差押等やむを得ない事情のため、当

行が資金移動を取扱うことが不適当と認め

た場合。 



ケ．資金移動の取扱ができない場合は、そ

の資金移動の依頼はなかったものとします。 

なお、他金融機関の国内本支店への資金移

動において、入金指定口座への入金ができ

ない場合は、当行は当該金額を支払指定口

座へ戻し入れます。この場合、振込手数料

相当額は返却しないものとします。 

コ．資金移動を行った後は、普通預金通帳、

貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通

帳等への記入、または別途送付する当座勘

定照合表、つくばカードローンお取引照合

表等により、その取引内容を照合するもの

とします。 

万一、取引内容に相違がある場合は、速や

かにその旨を取引店に連絡するものとしま

す。 

サ．予約をした資金移動については、指定

日当日の交信開始時に必ず資金移動の実行

の有無を確認するものとします。資金移動

が行われていない場合は、当日改めて資金

移動の依頼を行ってください。 

シ．予約した資金移動を撤回する場合には、

指定日の前営業日までに使用端末により、

予約取消の依頼を行うものとします。 

ス．本サービスの契約を変更・解約した場

合でも、変更・解約前に予約した資金移動

は指定日に実行され、この規定が適用され

ます。 

セ．予約を行ってから指定日までの間に、

振込手数料が改定された場合でも、予約時

の振込手数料で処理します。この場合、契

約者へのご通知はいたしかねます。 

ソ．取引内容・残高当について、契約者と

当行の間に疑義が生じたときは、当行が保

存する電磁的記録等の取引内容を正当なも

のとして取扱います。 

４．利用手数料 

（１）本サービスの利用にあたっては、当

行所定の契約料、月間基本料、当行から通

知した明細の件数に応じた従量料金(以下

「従量料金」という)、振込手数料相当額を

支払うものとします。 

（２）月間基本料、従量料金、後納扱の振

込手数料相当額は、普通預金規定、つくば

総合口座取引規定、当座勘定規定（当座勘

定貸越約定を含む）、つくばカードローン規

定、つくばカードローン契約書および信用

保証協会付事業者カードローン契約書の各

約定の定めにかかわらず、通帳・カード・

払戻請求書・借入請求書の提出または当座

小切手の振出を省略し、契約者が申込書に

て当行宛届出た手数料引落口座から当行所

定の日に自動引落します。 

（３）振込手数料相当額を前 2 項の方法に

よらず支払う場合は、支払方法を申込書に

より当行に届出るものとします。 

（４）月間基本料は、計算期間が 1 か月に

満たない場合であっても、1 か月分の金額

全額を支払うものとします。 

５．業務の実施・運営 

当行は、本サービスの実施・運営の一部の

業務について、当行関連会社の筑波総研株

式会社（以下「筑波総研」という）に業務

委託します。これに伴い当行は、契約内容

等契約者の情報について、必要に応じて筑

波総研に開示するものとします。 

なお、筑波総研は当該情報については当行

と同様、その取扱いに注意するものとしま

す。 

６．契約期間 

本サービスの契約期間は、契約日から起算

して 1 年間とし、契約者または当行から契



約期間満了の 1 か月前までに特に申し出の

ないかぎり、契約期間満了日の翌日から 1

年間継続されるものとします。継続後も同

様とします。 

７．免責条項 

（１）当行の責によらない通信機器、回線

もしくはコンピュータ等の障害または電話

の不通などにより取扱いが遅延したり、ま

たは不能となった場合、そのために生じた

損害は、当行では責任を負いません。 

なお、第 3 条第 2 項エ．による資金移動の

依頼内容の確定前に、回線等の障害により

送信が中断したと判断される場合、契約者

は依頼内容が実行されているかを障害回復

後に取扱店に確認するものとします。 

（２）当行が第 3 条第 2 項イ．の手続によ

り送信者を契約者とみなして資金移動処理

を行った場合は、暗証番号等について不正

使用その他の事故があっても、そのために

生じた損害については、当行は責任を負い

ません。 

８．届出事項の変更等 

（１）本サービスの利用に係る暗証番号等、

指定口座その他契約者名・住所等当行への

届出事項について変更を生じる場合は、あ

らかじめ当行所定の書面により取引店に届

出るものとします。 

（２）前頁の届出前に生じた損害は、当行

は責任を負いません。 

９．成年後見人等の届出 

（１）契約者は、家庭裁判所の審判により、

補助・補佐・後見が開始された場合は、直

ちに成年後見人等の氏名その他必要が事項

を書面によって当行に届出るものとします。 

（２）契約者は、家庭裁判所の審判により、

任意後見監督人の選任がされた場合は、た

だちに任意後見人の氏名その他必要な事項

を書面によって、当行に届出るものとしま

す。 

（３）契約者は、すでに補助・補佐・後見

開始の審判を受けている場合、もしくは任

意後見監督人の選任がされている場合も、

前 2項と同様当行に届出るものとします。 

（４）契約者は前 3 項の届出事項に取消ま

たは変更等が生じた場合も、書面によって、

直ちに当行に届出るものとします。 

（５）前 4 項の届出の前に生じた当行の損

害については、契約者の負担とします。 

１０．解約 

（１）本サービスの契約は当事者の一方の

都合でいつでも解約することができるもの

とします。ただし、契約者からの当行に対

する解約の通知は、当行所定の書面により

行うものとします。 

（２）当行が解約の通知を届出の住所あて

に発信した場合に、その通知が延着または

到着しなかったときは、通常到達すべき時

に到達したものと見なします。 

（３）契約者に次の各号の事由が１つでも

生じた場合において、当行がこの契約を解

約するときは、当行は契約者にその旨の通

知を発信することなく解約できるものとし

ます。 

ア．支払の停止、破産、民事再生手続開始、

会社更生手続開始、会社整理開始、特別清

算開始、もしくはこれらに類する手続きの

申立があったとき 

イ．手形交換所の取引停止処分を受けたと

き 

ウ．会計情報機能における照会（または通

知）の対象となっている取引口座、振込・

振替機能における支払指定口座が解約され



た場合 

エ．相続の開始があったとき 

オ．住所変更の届出を怠るなど契約者の責

に帰すべき事由によって、当行において契

約者の住所が不明になったとき 

カ．本利用規定に違反するなど、当行がサ

ービス停止を必要とする相当の事由が生じ

たとき 

（４）1 年以上の期間にわたり本サービス

の利用がない場合、当行はあらかじめ書面

により契約者に通知の上、本サービスを解

約することができるものとします。 

１１．規定の変更 

（１）この規定の各条項その他の条件は、

金融情勢の状況の変化その他相当の事由が

あると認められる場合には、当行ウェブサ

イトへの掲載による公表その他相当の方法

で周知することにより、変更できるものと

します。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとします。 

１２．規定の準用 

この規定の定めのない事項については、普

通預金規定、つくば総合取引規定、貯蓄預

金規定、通知預金規定、当座勘定規定（当

座勘定貸越約定を含む）、つくばカードロー

ン規定、信用保証協会保証付事業者カード

ローン契約書、定期預金規定書、積立式定

期預金規定および振込規定により取扱いま

す。 

１３．準拠法・合意管轄 

本契約の契約準拠法は日本法とします。本

契約に関する訴訟については、水戸地方裁

判所を管轄裁判所とします。 

 

以上 


